
　始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間（仮眠時間を含む。）の合計時
間をいいます。

休憩時間（仮眠時間を含む。）

　タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善を図るため、労働大臣告示「自動車運転者の
労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）が策定されています。以下はそのポイント
です。

　労働時間には、時間外労働時間と休日労働時間が含まれま
すので、その時間数・日数をできるだけ少なくして、改善基
準告示に定める拘束時間を遵守し、休息期間を確保してくだ
さい。



1 日の休息期間は、勤務終了後、継続 8時間以上必要です。

　拘束時間と休息期間は表裏一体のものであり、 1日とは始業時刻から起算して24時間をいい
ますので、結局、 1日（24時間）＝拘束時間（16時間以内）＋休息期間（ 8時間以上）となりま
す（図 1参照）。
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　車庫待ち等の運転者（顧客の需要に応ずるため常態として車庫等において待機する就労
形態のタクシー運転者。以下同じ）については、書面による労使協定（P14参照）を締結した
場合には、 1箇月の拘束時間を322時間まで延長することができます。

当該協定の有効期間等

なお、車庫待ち等の運転者の拘束時間は（3）のとおり。



　上記ア、イについては、ともに改善基準告示を満たしていますが、アのように、翌日の始業時刻
が早まっている場合（月曜日は始業時刻 8：00だが、火曜日は始業時刻 6：00）は、月曜日の始業
時刻から24時間内に、火曜日の 6：00 ～ 8：00の 2 時間もカウントされますので、 1日の拘束時間
は、改善基準告示に定める原則13時間ではなく、15時間になることに注意してください。
　一方、火曜日は始業時刻が 6：00ですので、6：00 ～ 8：00の 2 時間は火曜日の拘束時間にも
カウントされます。
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図 2に沿って具体的に示すと次のとおりになります。
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①
②　ただし、地域的事情その他の特別な事情（例えば顧客需要の状況等）がある場合におい
て、書面による労使協定（P15参照）を締結した場合には、 1年のうち 6箇月までは、 1箇
月の拘束時間を270時間まで延長することができます（図 4参照）。

　休日は、休息期間+24時間の連続した時間をいいます。
　すなわち、タクシーの日勤勤務者の休息期間は 8時間以上確保されなければならないので、
休日は、「休息期間 8時間+24時間=32時間」以上の連続した時間となります。よって、こ
れらの時間数に達しないものは休日として取り扱われません（図 3参照）。
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①
②　休息期間は、勤務終了後、継続20時間以上必要です（図 5参照）。

2暦日の拘束時間は21時間が限度です。

　車庫待ち等の運転者について、 2 暦日の拘束時間の限度は、夜間 4時間以上の仮眠時間を
与えることにより、24時間まで延長することができます。ただし、労使協定（P16参照）に
より回数等を定める必要があります（ 1箇月について 7回以内）。
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なお、車庫待ち等の運転者の拘束時間は（3）のとおり。
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　休日は、休息期間+24時間の連続した時間をいいます。
　すなわち、タクシーの隔日勤務者の休息期間は20時間以上確保されなければならないの
で、休日は、「休息期間20時間+24時間=44時間」以上の連続した時間となります。よっ
て、これらの時間数に達しないものは休日として取り扱われません（図 7参照）。

累進歩合制度の廃止

年次有給休暇の不利益取扱いの禁止

　累進歩合制度（トップ賞、奨励加給を含む。）については、長時間労働やスピード違反を極端

に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、廃止しなければなりません。

署にお問い合わせください。
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時間外労働及び休日労働

休日労働の回数

　自動車運転の業務について、時間外労働及び休日労働は 1 日又は 2 暦日の最大拘束時間、
1 箇月の拘束時間（日勤勤務者：1 日16時間、 1 箇月299時間、隔日勤務者：2 暦日21時間、
1 箇月原則262時間（労使協定があるときは270時間まで）（※））が限度です（図 8 参照）。
また、令和 6 年 4 月から時間外労働の上限が年960時間となるので、留意してください（P 8
参照）。
　なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、労働基準法第36条第 1 項に基づく時間外 
労働及び休日労働に関する協定届（P 8～13参照）を労働基準監督署へ届け出てください。

※車庫待ち等の運転者に係る特例については、ポイント 2（3）及びポイント 3（3）参照。

赤色をつけた部分が
時間外・休日労働

7 日
（法定休日）

16
105

　ハイヤーについては拘束時間や休息期間等の規制は適用されませんが、時間外労働に関し
ては、 1箇月50時間又は 3箇月140時間及び 1年間450時間の目安時間の範囲内で労使協定
を締結するように努めなければなりません。

（図 8 ）
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　労働基準法が改正され、平成31年 4 月から時間外労働の上限規制が施行されました。自動
車運転以外の業務（運行管理、経理など）については、時間外労働の上限が原則として月45
時間・年360時間となり、自動車運転の業務については、平成31年 4 月の施行から 5年間の適
用猶予期間を設けた上で、令和 6年 4月から時間外労働の上限が年960時間となります。
　時間外労働の上限規制の施行に伴い、36協定届の様式が改正されています。以下の流れを参
考に、36協定の内容に合った様式で届出を行ってください。
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○ ○
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　本協定により拘束時間を延長する月は、4月（該当月 1日から 1箇月間をいう。

以下同じ）、6 月、7 月、12月、1 月及び 3 月とし、その 1 箇月の拘束時間は 4

月は270時間、6月は270時間、7月は267時間、12月は267時間、1月は270時間、

3月は270時間とするものとする。

○ ○

○ ○ ○



　上記 1に該当する自動車運転者に係る 2暦日についての拘束時間が21時間を超

える勤務の回数は、 1箇月について 5回以内とする。

（R4.2）


